
入浴やシャワー浴を行う際、患者が永久気管孔の造設後であることを知らず、頚部の
孔にフィルムドレッシング材を貼付したため、患者の呼吸状態に影響があった事例が
２件報告されています（集計期間：２０１３年１月１日～２０１６年12月31日）。この
情報は、第４６回報告書「個別のテーマの検討状況」（Ｐ１４９）で取り上げた内容を
もとに作成しました。
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患者の頚部の孔を永久気管孔と認識せず、
塞いだ事例が報告されています。
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永久気管孔へのフィルムドレッシング材の貼付

・頚部の孔がある場合、その孔が永久気管孔であるかどうか確認し
　ましょう。
・永久気管孔をフィルムドレッシング材で塞ぐと、呼吸ができません。

総合評価部会の意見

・電子カルテやカンファレンスを活用して、患者が永久気管孔の
造設後であることを情報共有する。
・入浴担当者は、患者の疾患や状態を理解したうえで、介助を行う。

事例が発生した医療機関の取り組み

事 例 
入院時の担当看護師は、医師より患者が永久気管孔の造設後であることを聞き、看護
プロファイルに入力した。入院後、初めてのシャワー浴の際、看護師Ａと看護師Ｂは患
者の頚部の孔が永久気管孔であることを知らないまま、２人で相談し、湯の流入を防ぐ
目的で頚部の孔をガーゼとフィルムドレッシング材で保護した。その際、たまたま上部
が完全に塞がれておらず、患者の「苦しくない」という口の動きを確認した。その後、患者
のシャワー浴を担当することになった看護師Ｃも永久気管孔を造設していることを知
らず、頚部のフィルムドレッシング材の上部が空いているのを見て湯が入ると思い、
さらに上部を塞いだ。シャワー浴を開始して１分もしないうちに患者の全身色が不良と
なり、意識を消失した。頚部に貼っていたフィルムドレッシング材を剥がすと、患者は
呼吸を開始し、意識を回復した。

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、本事業の
一環として総合評価部会の専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
本事業の趣旨等の詳細については、本事業ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。
　http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。
※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。
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